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１ はじめに 

 

 私は二足の草鞋を履く少し変わった働き方をし

ている。１つはマチヅクリ･ラボラトリー（以下「マ

チラボ」という）。２つ目は一般社団法人エリア･

イノベーション･アライアンス（以下「ＡＴＡ」と

いう）。いずれも「まちづくり」と呼ばれる超ニッ

チ業界に関わる。その中でも皆さんが商店街をイ

メージする商業地区を中心とした中心市街地の再

生に携わることが多い。 

 
写真１ SOCO PROJECT 

マチラボでは昨年から栃木県委託事業として

「SOCO PROJECT」に取り組む。宇都宮でも知る人

ぞ知る千波町の清巌寺通りエリアにある３階建て

の倉庫物件を借り，１階は腕試しの場として期間

限定の飲食店ができる「TEST KITCHEN STUDIO」，

２･３階はコワーキングスペース「HOTTAN」へと変

えた。栃木県内で新しいことにチャレンジしたい

人が取っ掛かりをつかむためのスタートアップ拠

点を目指している。 

今回こうして寄稿させていただく貴重な機会

を賜った。私個人が各地の現場の胎動から感じる

宇都宮市にも共通する中心市街地再生の課題と解

決の糸口について書いていく。 

 

 

２ 中心市街地の魅力低下の原因は 

不動産オーナー自身にある 

 

 今，地方都市の中心部では商店街のテナント構

成が固定化している，廃業後シャッターを降ろし

たまま，という状況が多い。要は店舗の新陳代謝

が起こらない。 

 この原因は１つだけではなく複数の原因が複合

的に絡み合っているが，特に空き物件利活用を阻

む壁があることが大きい。その壁は何か。参考に

中小企業庁が全国の商店街関係者を対象に実施し

た平成21年度の『商店街実態調査報告書』を見る

と，空き店舗が減らない理由として「商店街に活

気がない」(32.0％)，「家賃が高い」(22.2％)，

「所有者に貸す意思がない」(21.5％)がトップ3

にあがっている（図１）。 

 

 
図１「空き店舗が減らない理由」 

出店：中小企業庁『平成21年度 商店街実態調査報告書』

平成22年３月 
 

 ここから，そもそも空いていても不動産オーナ

ーに貸す気はなく，貸す意思があっても相対的に

家賃が高い。しかも商店街というエリアは活気が
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なく出店環境として悪い，という状況が読み取れ

る。要は，遊休不動産の利活用を阻む壁は，不動

産オーナーにあり，商店街自身もそれに気付いて

いることを調査は示している。 

中心市街地の魅力低下は，遊休不動産に対して

何ら手を打たず，放置している不動産オーナー，

商店街自らが引き起こしている。 

 

３ 遊休不動産の利活用✕マチ起業で 

中心市街地の新陳代謝を引き起こせ! 

 

 一方で，中心市街地で挑戦したい人がいないの

かというとそうではない。マチラボでは昨年から

借りている物件を使い「SOCO MALL」という市場を

始めてみたところ15店舗が出店し，300人超のお

客様が訪れた。 

 
写真２ SOCO MALLの様子 

  

他にも宇都宮市では「ぐるり市」，「サーズデー･

ナイト･フィバー」，「ボン･マルシェ」といった市

が既に存在している。こうした市場の出店者は郊

外でお店をしていたり，店舗を持たず自宅で作品

を作って市場やネットで販売をしている方が多い。

そうした人たちの中には，条件があえば中心部で

出店してみたいという人が少なからずいる。 

 時代の流れとしては，こうした出店者らのよう

な衣食住，特に食と住に関わるライフスタイル産

業に人々の関心が移っている。そういった変化の

兆しを掴み，ビジネスという形でマチに新しい息

吹を吹き込むプレーヤーが参入できる環境を用意

し，マチの新陳代謝を自ら創っていくのが，中心

市街の不動産オーナーのこれからの役目であると

考える。（実際，市を通じてそうしたプレーヤーが

宇都宮には既にいると思う。）具体的には，中心部

の遊休不動産オーナーがリノベーションに着手し，

それを連鎖的につなげていくことでマチを変えて

いくイメージだ。 

 その際に重要なのが，１つは，不動産オーナー

が入居者目線で家賃設定をすること。過去の良か

った頃の賃料や周辺相場は一端捨て，新しいマチ

のプレーヤーは月額いくらまでだったら支払える

かという「絶対賃料」を考える。もう１つは，空

間のサイズを小さく，時間を小分けにし，「シェア」

の発想を取り入れ，「入居しやすい仕組み」と「不

動産の付加価値の向上」を同時に実現する運営方

法をとること。 

 時代は中心部の不動産を利用したい人の数より

不動産の数がますます多くなる方向へ進むだろう。

遊休不動産のオーナーが発想を変え，思い切って

利活用（＝リノベーション）事業に挑戦すること

が，マチ起業を促進し中心部に新な産業を興すこ

とにもつながっていく。 

 

４ 中心市街地の遊休不動産再生に 

必要な４つのプレーヤー 

 

 そのために必要なのは，大きく分けて４つのプ

レーヤーであると考える。 

 まず１つ目は，人口減少と少子高齢化の影響で

衰退局面が年々深刻化していく変化の時代に応じ

て，不動産経営スタイルも変化させ，手持ちの資

産を効果的に運用することを目指す不動産オーナ

ーである。 

 高度経済成長期の不動産物件に関する需給 

関係は，需要が供給を上回っていた。現在は局地

的な違いがあるものの需要が供給を下回るように
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なっている。そのため，従来のような不動産オー

ナー優位の立場は崩れており，新たな入居者ニー

ズにあわせる必要がある。この現状を正確に理解

し，既存建築物を活用し，今までの不動産経営を

変えようという意識を持つ不動産オーナーがいる

ことが，前提条件として必要である。 

２つ目は，遊休不動産の利用提案･運営者の存

在である。不動産オーナーが既存建築を基礎とし

たリノベーション事業を推進する場合，従来のよ

うに単純に空間を貸し出せば済むということでは

ない。物件自体に新たなコンセプトを打ち出し，

例えば１フロアを複数入居者がシェアする形式や

一部を時間貸しする等細かな運営を実行する。こ

れを不動産オーナーが自ら実施する場合もあれば，

外部に任せる場合もあり得る。 

 ３つ目は，入居者の存在である。当たり前のこ

とだが，価値のある物件には，価値のある入居者

がつく。これはお店の客筋と同様で，不動産は家

賃金額だけでなく，入居している方々の相互関係

は極めて大切だ。30代の女性が行きたいと思える

ビルにしたければ，１階にフラワーデザインも手

がけるような花屋を誘致して入口のイメージをお

洒落にすれば，ネイルや美容室など女性向けのテ

ナントを２階に呼び込みやすくなる場合がある。

このように，立地するエリアのビジョンに合わせ

てテナントの狙いを定め，マッチする入居者を集

めていくアプローチが極めて重要である。 

 最後の４つ目は自治体の存在である。基本的に

リノベーション事業を推進する上でのエリアマネ

ジメントは，自治体の全域における一体的経営の

手法とは異なり，特定エリア，それも半径200ｍ

から300ｍというスモールエリアを設定し，各種

政策方針を打ち立てる必要がある。特に中心部の

不動産オーナーは，ＬＲＴ計画とあわせた中心市

街地活性化計画に高い関心を持っており，宇都宮

市が既存建築物活用にむけた方針を示すことは，

中心部の遊休不動産利活用に大きな流れを生める

可能性を秘める。 

 

５ 「小倉家守構想」に学ぶ 

 -エリア価値の向上に挑む 

「現代版家守」という存在− 

 

この４つのプレーヤーが上手く機能すること

でマチがどう変わるのか。その好例が，北九州市

小倉だ。 

 北九州市は人口97万人の政令指定都市だが，そ

の中の小倉は40万人規模のまち。北九州市では，

社会構造の変化による中心部衰退の原因と向き合

い，平成22年に「小倉家守構想」を打ち出し，リ

ノベーションまちづくり事業をスタートした。 

 動き出したきっかけは，建築･都市･地域再生プ

ロデューサーである清水義次氏(株式会社アフタ

ヌーンソサエティ代表取締役)が10年程前から提

唱し東京･神田で実践されてきた「現代版家守」と

いう考え方だ。現代版家守とは，都市活動が衰退

したエリアで空きビル，空き家，空き店舗等の遊

休不動産を活用し，その地域に求められている新

しい産業をつくり，マチを変えるための活動を推

進する職能である。不動産オーナーの立場に立っ

て一緒にまちづくりをするという発想である。 

 そして実際に小倉家守構想の協議会で現代版家

守の考えに触れ，地元地権者が呼応しリーディン

グ･プロジェクトである「メルカート三番街」が平

成23年に誕生した。インキュベーション型の店舗

施設と位置づけ，照明デザイナーのオフィス兼シ

ョールーム，昭和をイメージしたレトロな食堂，

地元作家によるアクセサリーや雑貨のセレクトシ

ョップ等10店舗が入居し，若者を商店街に呼び戻

している。 
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写真３ 「メルカート三番街」の様子 

続けて，平成 24 年には北九州でものづくりを

する人たち 50 人程度がシェアして出店できる施

設「ポポラート三番街」が誕生。物販だけだった

商店街に「ものづくり」という新しい魅力が加わ

った。 

 
写真４ 「ポポラート三番街」の様子 

こうした動きと並行してリノベーションまち

づくりの担い手育成も進めている。リノベーショ

ンの第一線で活躍する実践者から経験と手法をレ

クチャー形式で学び，実際に小倉にある遊休不動

産を対象として，チームごとにリノベーションの

事業と設計プランを作成，最終日には不動産オー

ナーに向けて提案し事業化を目指す「リノベーシ

ョンスクール」の存在が大きい。 

この一連のプロジェクトが開始され，わずか２

年で結果が出始めている。遊休不動産11件が事業

化に向け動き出し，小倉の中心部には約190人の

雇用が生まれ，減少していた商店街の歩行者通行

量も増加に転じ始めている。 

 宇都宮市においても「小倉家守構想」のような

中心部の遊休不動産利活用に対する基本構想を示

すことが極めて有益である。小倉に習い，「リノ

ベーションまちづくり推進協議会」のような半民

半官の組織体をつくり，中心部の遊休不動産利活

用による都市型産業育成を目的に，関連情報をイ

ンプットできる場を設けてはどうか。宇都宮市の

商工振興という範疇に留まらず，起業支援を担う

産業政策や将来のまちの戦略を担う総合政策等も

関連し，マチの将来戦略を考える機会にもつなが

る。 

 

６ 中心市街地のストック利用の 

構想力が問われる時代へ 

 

 既に日本は人口減少時代に突入している。宇都

宮市も推計では平成 27 年をピークにいよいよ人

口減少に転ずる。新しい建物をたくさん建てる時

代から使われない建物の使い方を考える時代へ，

中心市街地で商売したい人の数より不動産が多い

時代へと変化している。 

 このような社会変化からこれからの中心市街地

活性化では，①中心部の遊休不動産を上手に活用

すること，②不動産に新しい挑戦者を呼び込みマ

チの新陳代謝を促進すること，③新しい挑戦者を

育てることでエリアのコンテンツを入れ替え不動

産やエリアの価値を上昇させていくこと，これら

エリア･プロデュース＆マネジメントが重要とな

る。 

 その鍵は不動産オーナーが握る。敷地至上主義

を捨て，エリア全体の価値向上のために自分たち

で考え行動する，中心市街地のストック利用の構

想力を発揮できれば，まだまだ宇都宮の中心市街

地は面白く変えていくことができると確信してい

る。 


